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議案第２９号 

令和８年度川越市一般会計予算 

 

令和８年度川越市一般会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ143,850,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

（継続費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１２条第１項の規定による継続費の

経費の総額及び年割額は、「第２表継続費」による。 

（債務負担行為） 

第３条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第３表債務負担行為」による。 

（地方債） 

第４条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表地方債」による。 

（一時借入金） 

第５条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

5,000,000千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第６条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

⑴  各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合に 

おける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

令和８年２月２４日提出 

 

川越市長  森  田  初  恵 
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,

５ 入 湯 税 616

7

６ 事 業 所 税 1,

1

740,406

4

７ 都 市 計 画 税 4,

,

472,892

4

２ 地 方 譲 与 税 79

3

8,859

6

１ 地 方 揮 発 油 譲 与 税 163,250

２ 自 動 車 重 量 譲 与 税 590,533

３ 森 林 環 境 譲 与 税 45,076

１

３ 利 子 割 交 付 金 60

市

,000

１

民

利 子 割 交 付 金 60,0

税

00

４ 配 当

2

割 交 付 金 430,00

9

0

１ 配 当 割

,

交 付 金 430,000

1

５ 株式等譲

0

渡所得割交付金 690

3

,000

１

,

株式等譲渡所得割交付

6

金 690,000

6

６ 法 人 事 業 税 交

5

付 金 770,000

１ 法 人 事 業 税 交 付 金 770,000

７ 地 方 消 費 税 交 付 金 9,600,000

１ 地

２

方 消 費 税 交 付 金 9,6

固

00,000

定

８ ゴルフ場利用税交

資

付金 43,000

産

１ ゴルフ場利用

税

税交付金 43,000

2

９ 環 境 性 能

4

割 交 付 金 500

１

,

１ 環 境 性 能 割 交 付

3

金 500

1

6

0 地 方 特 例 交 付 金 62

1

3,250

,

１ 地 方 特 例 交 付 金 62

1

3,250

8

11 地 方 交 付 税 4,2

7

20,000

第１表　歳入歳出予算

　（１）歳　入

款

市

項 金　　　　額

千円

３ 軽 自 動 車 税 7

税

57,015

6

４ 市 た ば こ 税 2,2

2

78,655
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税

7,280

4

14 使 用 料 及 び 手 数 料

,

1,856,914

2

１ 使 用 料 1,

2

185,419

0

２ 手 数 料 671,

,

495

15

0

国 庫 支 出 金 26,81

0

6,398

0

１ 国 庫 負 担 金 24,009,213

２ 国 庫 補 助 金 2,720,547

３ 委 託 金 86,638

16 県 支

1

出 金 12,470,3

2

66

１ 県 負

交

担 金 8,569,87

通

4

２ 県 補 助

安

金 2,908,341

全

３ 委 託 金 9

対

92,151

策

17 財 産 収 入 304

特

,912

１

別

財 産 運 用 収 入 202,

交

358

２ 財

付

産 売 払 収 入 102,5

金

54

18 寄

2

附 金 762,100

9

１ 寄 附 金 76

,

2,100

7

19 繰 入 金 5,835

6

,513

１

1

基 金 繰 入 金 5,599,178

２ 他 会 計 繰 入 金 236,335

20 繰 越 金 1,000,000

１ 繰 越

１

金 1,000,000

１

交

21 諸 収 入

通

2,660,411

安

１ 延滞金、加

全

算金及び過料 57,0

対

01

２ 市 預

策

金 利 子 12,967

特

款 項 金　　

別

　　額

千円

交付

地

金 29,761

方

13 分 担 金 及 び 負

交

担 金 917,280

付

１ 負 担 金 91
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利

　　　　額

千円収

歳　　　　　　入

入

　　　　　　合　　　

6

　　　計 143,85

,

0,000

3

１ 議 会 費 646,39

9

5

１ 議 会 費

9

646,395

２ 総 務 費 14,911,516

１ 総 務 管 理 費 12,583,447

２ 徴 税 費 1,40

４

5,234

受

３ 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費

託

661,787

事

４ 選 挙 費 119,

業

168

５ 統

収

計 調 査 費 48,570

入

６ 監 査 委 員

2

費 93,310

0

３ 民 生 費 64,3

0

86,360

,

１ 社 会 福 祉 費 29,

2

381,736

7

２ 児 童 福 祉 費 26

8

,254,062

３ 生 活 保 護 費 8,748,280

４ 災 害 救 助 費 2,282

４ 衛 生 費 16,242,

５

443

１ 保

雑

健 衛 生 費 5,388,

入

072

２ 清

2

掃 費 8,835,22

,

1

３ 下 水 道

3

費 2,019,150

8

５ 労 働 費 1

3

52,320

３

,

１ 労 働 費 152,3

7

20

　（２）歳　出

6

款 項 金　　

6

　　額

千円

2

貸

2 市 債 11,246,

付

300

１ 市

金

債 11,246,30

元

0

款 項 金
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業

,457

２

費

道 路 橋 り ょ う 費 2,8

7

30,969

9

３ 河 川 費 490,8

1

38

４ 都 市

,

計 画 費 6,227,6

6

64

５ 住 宅

5

費 284,105

5

９ 消 防 費 6,319,152

１ 消 防 費 6,319,152

10 教 育 費 18,315,223

１

１

教 育 総 務 費 6,623

農

,443

２

業

小 学 校 費 1,952,

費

008

３ 中

7

学 校 費 1,088,4

9

66

４ 高 等

1

学 校 費 1,156,0

,

26

５ 特 別

6

支 援 学 校 費 16,16

5

3

６ 社 会 教

5

育 費 3,629,949

７ 学 校 保 健 費 3,849,168

11 災 害 復 旧 費 2,000

１ 土 木 施 設 災 害

７

復 旧 費 2,000

商

12 公 債 費 10

工

,203,261

費

１ 公 債 費 10,

9

203,261

9

13 諸 支 出 金 12

7

1,995

,

１ 普 通 財 産 取 得 費 24

6

,749

２

4

土 地 開 発 公 社 費 97,

６

7

246

14 予 備 費 150,000

款 項 金　　　　額

千円

１ 商 工 費

農

997,647

林

８ 土 木 費 10,6

水

10,033

産

１ 土 木 管 理 費 776
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50,000

款 項 金　　　　額

千円

歳　　　　　　出　　　　　

１

　合　　　　　　計 1

予

43,850,000

備 費 1
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事 業 名 年 度

千円

令和8年度 265,000

令和9年度 176,900

計 441,900

令和8年度 286,400

令和9年度 9,400

計 295,800

年 割 額

4 衛生費

民生費 1 社会福祉費
みよしの支援センター
集 約 化 事 業

1 保健衛生費 旧市立診療所解体事業

第２表　継続費

款 項

3
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第３

る

要する額

期間

　川越市小畔の里ク

中

リーンセンター回転
円

に

板装置更新工事（令和

お

８年度設定分）
令和９

け

年度 　67,320千

る

円

広

　川越市中小

報

企業融資による県信用

川

保証
協会が行う代位弁

越

済に対する損失補償（

の

令和８年度融資分）

令

印

和８年度以降 　県信用

刷

保証協会が行う保証債

製

務額
のうち川越市が負

本

担すべき額及び利
子

に要

　川越市

す

中小企業融資に係る利

る

子補給金
（令和８年度

額

融資分）
同　　上 　融資取扱金融機関との契約に基づ

く利子補給額

　点字広報川越作製業務委託に要する経
費（令和９年度

事

事業分）
同　　上 　契

　

約に基づき決定する期

　

間中にお
ける点字広報

　

川越作製の業務委託に

表

　

要する額

　　

　公共用地先行取得

　

費及び公共施設整備
費

　

（令和８年度事業分）

　

令和８年度以降 　川越

　

市土地開発公社が市の

　

委託に
より行う公共用

　

地の先行取得及びそ
の

　

事業の実施とあわせて

　

項

行う公共施
設の整備に

期

要する額

　 

　川越市土

　

地開発公社が市の委託

　

により
行う事業にあて

間

るため金融機関から借

限

り
入れる事業資金に対

　

する債務保証（令和
８

　

年度事業分）

令和８年

債

　

度から
令和13年度ま

　

で
　元金169,70

　

0千円及びこれに伴う

度

利子との合計額

　　

　川

　

越市土地開発公社が市

　

の委託により
行う事業

　

にあてるため金融機関

額

から借り
入れる事業資

務

　

金に対する債務保証（

広

令和
８年度に借入期限

報

満了となる令和３年度

川

借入分）

同　　上 　元

越

金621,100千円

の

及びこれに伴う
利子と

印

の合計額

刷製

　

本

客引き行為等防止パト

負

に

ロール業務委託 令和９

要

年度 　20,490千

す

円

る

　照会業務オ

経

ンライン対応に係る税

費

基幹
システム改修業務

（

委託
令和８年度から
令

令

和９年度まで
　14,

和

949千円

９

　県

担

年

議会議員選挙執行に要

度

する経費 同　　上 　4

事

4,068千円

業分

　市議会議員選挙執行

）

に要する経費 同　　上

令

　52,704千円

和８

　川越市子育て支

年

援室事業運営業務委託

行

度

（令和８年度設定分）

か

令和８年度から
令和1

ら

1年度まで
　契約に基

令

づき決定した期間中に

和

お
ける運営に要する額

９年

　塵芥処理車（

度

ディーゼル）購入に要

ま

す
る経費（令和８年度

で

設定分）
令和８年度か

為

　

ら
令和９年度まで

　3

契

9,000千円

約に

　ごみ処理施設で使用

基

する薬品購入に要
する

づ

経費（令和９年度事業

き

分）
同　　上 　契約に

決

基づき決定した期間中

定

にお
けるごみ処理施設

す

で使用する薬品購
入に
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入に要する経費 同　　

　

上 　7,500千円

　　

　川越市公園照明

　

灯ＬＥＤ化整備事業 令

　

和８年度から
令和20

　

年度まで
　292,0

　

00千円

　

　なぐ

　

わし公園整備運営事業

項

令和８年度から
令和2

期

3年度まで
　7,55

　

9,000千円

 　

　指定管理者による川

　

越市新宿町一丁目
広場

間

の管理に要する経費
令

限

和９年度から
令和12

　

年度まで
　72,86

　

8千円

　

　ＧＩＧ

　

Ａスクール構想支援体

　

制整備業
務委託（令和

度

８年度設定分）
令和８

　

年度から
令和９年度ま

　

で
　42,075千円

　　

　ネットパトロ

　

ール業務委託（令和８

額

年
度設定分）

同　　上

　

　13,200千円

町名

　教育システム環

地

境整備業務委託 令和９

番

年度から
令和14年度

整

まで
　1,583,0

理

54千円

事

　川越

業

市立新宿小学校受変電

実

設備改修工
事

令和８年

施

度から
令和９年度まで

業

　40,000千円

務委

　川越市立中央小

託

学校受変電設備改修工

令

事
同　　上 　40,0

和

00千円

８

　川越

年

市立名細小学校エレベ

度

ーター改修
工事（令和

事

か

８年度設定分）
同　　

ら

上 　52,350千円

令和

　川越市立南古

９

谷中学校受変電設備改

年

修
工事

同　　上 　40

度

,000千円

ま

　

で

川越市中学生学力調査

　

業務委託（令和
８年度

　

1

設定分）
令和８年度か

4

ら
令和11年度まで

　

,

45,000千円

16

　川越市立特別支援

8

学校多目的室耐震補
強

千

設計業務委託
令和９年

円

度 　8,184千円

　北公民館エレベ

　

ーター改修工事 同　　上 　40,451千円

　川越市立菅間学校給食センター食堂等
冷暖房設備改修工事

同　　上 　90,000千円

　川越市立菅間学校給食センタ

　

ー洗浄室
等冷暖房設備

　

改修工事
同　　上 　1

ダ

35,000千円

ンプ

　川越市立今成学校

ト

給食センター厨芥搬
送

ラ

装置集中制御盤更新工

ッ

事
同　　上 　10,5

ク

12千円

購
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第４表　地方債

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

本 庁 舎 等

改 修 事 業 費
39,900

普通貸借

又 は

証券発行

5.0 ％ 以 内

　政府資金については、

その融資条件により、銀

行その他の場合にはその

債権者と協定するものに

よる。

　ただし、据置期間は２

年以内とし、本市財政の

都合により償還期限を短

縮し、又は繰上償還若し

くは低利に借換えするこ

とができる。

行 政 デ ジ タ ル 化

推 進 事 業 費
4,300 同 上 同 上 同 上

文 化 施 設 設 備

整 備 事 業 費
41,300 同 上 同 上 同 上

美 術 館 改 修

整 備 事 業 費
24,700 同 上 同 上 同 上

ス ポ ー ツ 施 設

整 備 事 業 費
1,156,800 同 上 同 上 同 上

仮 称 芳 野
市 民 セ ン タ ー
建 設 事 業 費

463,200 同 上 同 上 同 上

総 合 福 祉
セ ン タ ー 施 設
改 修 事 業 費

23,100 同 上 同 上 同 上

千円
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起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

民 間 社 会 福 祉

施 設 整 備 事 業 費
178,000

普通貸借

又 は

証券発行

5.0 ％ 以 内

　政府資金については、

その融資条件により、銀

行その他の場合にはその

債権者と協定するものに

よる。

　ただし、据置期間は２

年以内とし、本市財政の

都合により償還期限を短

縮し、又は繰上償還若し

くは低利に借換えするこ

とができる。

み よ し の
支 援 セ ン タ ー
集 約 化 事 業 費

249,200 同 上 同 上 同 上

旧 す み れ 館

解 体 事 業 費
5,000 同 上 同 上 同 上

児 童 遊 園

整 備 事 業 費
3,900 同 上 同 上 同 上

公 立 保 育 施 設

整 備 事 業 費
51,800 同 上 同 上 同 上

芳 野 ・ 古 谷 地 区
公 立 保 育 所
建 設 事 業 費

298,600 同 上 同 上 同 上

保 健 所 等

改 修 事 業 費
192,200 同 上 同 上 同 上

千円
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起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

市 民 聖 苑

や す ら ぎ の さ と

設 備 整 備 事 業 費

54,400

普通貸借

又 は

証券発行

5.0 ％ 以 内

　政府資金については、

その融資条件により、銀

行その他の場合にはその

債権者と協定するものに

よる。

　ただし、据置期間は２

年以内とし、本市財政の

都合により償還期限を短

縮し、又は繰上償還若し

くは低利に借換えするこ

とができる。

旧 市 立 診 療 所

解 体 事 業 費
248,400 同 上 同 上 同 上

清 掃 運 搬 施 設

整 備 事 業 費
29,700 同 上 同 上 同 上

東 清 掃 セ ン タ ー

施 設 管 理 事 業 費
115,600 同 上 同 上 同 上

小 畔 の 里
クリーンセンター
改 修 事 業 費

96,700 同 上 同 上 同 上

資 源 化 セ ン タ ー

施 設 管 理 事 業 費
394,100 同 上 同 上 同 上

仮 称 汚 泥 再 生
処 理 セ ン タ ー
整 備 事 業 費

822,500 同 上 同 上 同 上

千円
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起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

土 地 改 良 事 業 費 9,400

普通貸借

又 は

証券発行

5.0 ％ 以 内

　政府資金については、

その融資条件により、銀

行その他の場合にはその

債権者と協定するものに

よる。

　ただし、据置期間は２

年以内とし、本市財政の

都合により償還期限を短

縮し、又は繰上償還若し

くは低利に借換えするこ

とができる。

グ リ ー ン
ツ ー リ ズ ム
拠 点 施 設 事 業 費

5,500 同 上 同 上 同 上

観 光 拠 点 施 設

改 修 事 業 費
4,500 同 上 同 上 同 上

道 路 環 境

整 備 事 業 費
179,300 同 上 同 上 同 上

道 路 新 設

改 良 事 業 費
394,300 同 上 同 上 同 上

橋 り ょ う 新 設

改 良 事 業 費
662,300 同 上 同 上 同 上

河 川 整 備 事 業 費 268,500 同 上 同 上 同 上

千円
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起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

南古谷駅周辺地区

整 備 事 業 費
1,577,100

普通貸借

又 は

証券発行

5.0 ％ 以 内

　政府資金については、

その融資条件により、銀

行その他の場合にはその

債権者と協定するものに

よる。

　ただし、据置期間は２

年以内とし、本市財政の

都合により償還期限を短

縮し、又は繰上償還若し

くは低利に借換えするこ

とができる。

川 越 駅 西 口 都 市

基 盤 整 備 事 業 費
257,100 同 上 同 上 同 上

新河岸駅周辺地区

整 備 事 業 費
44,700 同 上 同 上 同 上

街 路 事 業 費 22,100 同 上 同 上 同 上

公 園 整 備 事 業 費 994,100 同 上 同 上 同 上

公 営 住 宅

改 修 事 業 費
7,400 同 上 同 上 同 上

情 報 教 育

推 進 事 業 費
518,500 同 上 同 上 同 上

千円
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起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

小 学 校 施 設

整 備 事 業 費
124,900

普通貸借

又 は

証券発行

5.0 ％ 以 内

　政府資金については、

その融資条件により、銀

行その他の場合にはその

債権者と協定するものに

よる。

　ただし、据置期間は２

年以内とし、本市財政の

都合により償還期限を短

縮し、又は繰上償還若し

くは低利に借換えするこ

とができる。

小 学 校 大 規 模

改 造 事 業 費
737,000 同 上 同 上 同 上

中 学 校 施 設

整 備 事 業 費
49,800 同 上 同 上 同 上

中 学 校 大 規 模

改 造 事 業 費
107,700 同 上 同 上 同 上

高 等 学 校 改 修

整 備 事 業 費
285,900 同 上 同 上 同 上

特 別 支 援 学 校

施 設 整 備 事 業 費
3,500 同 上 同 上 同 上

学 童 保 育 室

整 備 事 業 費
8,900 同 上 同 上 同 上

千円
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起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

博 物 館 等

改 修 整 備 事 業 費
145,200

普通貸借

又 は

証券発行

5.0 ％ 以 内

　政府資金については、

その融資条件により、銀

行その他の場合にはその

債権者と協定するものに

よる。

　ただし、据置期間は２

年以内とし、本市財政の

都合により償還期限を短

縮し、又は繰上償還若し

くは低利に借換えするこ

とができる。

公 民 館 改 修

整 備 事 業 費
49,800 同 上 同 上 同 上

図 書 館 改 修

整 備 事 業 費
160,400 同 上 同 上 同 上

学校給食センター

施 設 整 備 事 業 費
135,000 同 上 同 上 同 上

千円
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議案第３０号 

令和８年度川越市国民健康保険事業特別会計予算 

 

令和８年度川越市国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 32,203,400千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時

借入金の借入れの最高額は、100,000 千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

⑴  各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合に 

おける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

⑵  保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内での 

これらの経費の各項の間の流用 

 

令和８年２月２４日提出 

 

川越市長  森  田  初  恵 
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保

,875,161

険

４ 繰 入 金 2,1

税

19,963

7

１ 他 会 計 繰 入 金 2,

,

119,963

4

５ 繰 越 金 609,

8

069

１ 繰

4

越 金 609,069

,

６ 諸 収 入 11

4

4,753

5

１ 延滞金、加算金及び

3

過料 64,000

２ 市 預 金 利 子 4,351

３ 貸 付 金 元 金 収 入 400

４ 雑 入 46,002

第１表　歳入

１

歳出予算

　（１）歳　

国

入

款 項 金

民

　　　　額

千円

健

歳　　　　　　入

康

　　　　　　合　　　

保

　　　計 32,203

険

,400

１

税

総 務 費 487,212

7

１ 総 務 管 理

,

費 235,393

4

２ 徴 税 費 249

8

,514

３

4

運 営 協 議 会 費 901

,

４ 趣 旨 普 及 費

4

1,404

5

２ 保 険 給 付 費 21,7

3

22,503

１ 療 養 諸 費 18,475,390

２ 高 額 療 養 費 3,143,330

３ 移 送 費 100

２

４ 出 産 育 児 諸 費

１

国

78,533

　（２）

庫

歳　出

款

支

項 金　　　　額

千円

出 金 1

国

１ 国 庫 補 助 金 1

民

３ 県 支 出 金 21

健

,875,161

康

１ 県 補 助 金 21
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2

護 納 付 金 分 790,2

5

97

４ 子ど

,

も子育て支援納付金 2

1

25,703

5

分

４ 保 健 事

0

業 費 406,888

１ 特定健康診査等事業費 357,369

２ 保 健 事 業 費 49,519

５ 公 債 費 1

３

１ 公 債 費 1

国

６ 諸 支 出 金 6

民

1,411

健

１ 償 還 金 利 子 及 び 61

康

,010

還 付

保

加 算 金

２ 延

険

滞 金 1

３ 貸

9

付 金 400

,

７ 予 備 費 30,000

4

１ 予 備 費 3

9

0,000

5

款 項 金　　　　額

千

,

円

歳　　　

3

　　　出　　　　　　

8

合　　　　　　計 32

5

,203,400

事 業 費 納 付 金

５

１ 医 療 給 付 費 分 6

葬

,264,533

祭

２ 後期高齢者支

諸

援金等分 2,214,

費

852

３ 介
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議案第３１号 

令和８年度川越市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

令和８年度川越市後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,085,100千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 

令和８年２月２４日提出 

 

川越市長  森  田  初  恵 
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者

0,000

医

１ 繰 越 金 30,000

療

４ 諸 収 入 1

保

2,804

険

１ 延滞金、加算金及び

料

過料 1,001

5

２ 償還金及び還付

,

加算金 11,020

8

３ 預 金 利 子 7

8

83

第１表　歳入歳出

7

予算

　（１）歳　入

,

款 項 金　　

0

　　額

千円0

歳　　　　　　入　　

0

　　　　合　　　　　　計 7,085,100

１ 総 務 費 188,753

１ 総 務 管 理 費 140,869

１

２ 徴 収 費 47,884

後

２ 広 域 連 合

期

納 付 金 6,882,3

高

27

１ 広 域

齢

連 合 納 付 金 6,882

者

,327

３

医

諸 支 出 金 11,020

療

１ 償還金及

保

び還付加算金 11,0

険

20

４ 予 備

料

費 3,000

5

１ 予 備 費 3,000

,

　（２）歳　出

8

款 項 金　　　　

8

額

千円

歳　

7

　　　　　出　　　　

,

　　合　　　　　　計

0

7,085,100

00

１

２ 繰 入 金 1

後

,155,296

期

１ 一 般 会 計 繰 入

高

金 1,155,296

齢

３ 繰 越 金 3
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議案第３２号 

令和８年度川越市歯科診療事業特別会計予算 

 

令和８年度川越市歯科診療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 97,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 

令和８年２月２４日提出 

 

川越市長  森  田  初  恵 
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2

146

４ 繰

8

越 金 8,100

,

１ 繰 越 金 8,10

3

0

５ 諸 収 入

8

306

１ 市

5

預 金 利 子 6

２ 雑 入 300

第１表　歳入歳出予算

　（１）歳　入

款 項 金　　　　額

千円

歳　　　　　

１

　入　　　　　　合　

外

　　　　　計 97,0

来

00

１ 総 務

収

費 79,955

入

１ 施 設 管 理 費 79

2

,955

２

8

医 業 費 14,044

,

１ 医 業 費 14

3

,044

３

8

諸 支 出 金 1

5

１ 償 還 金 1

４ 予 備 費 3,000

１ 予 備 費 3,000

　（２）歳　出

款 項 金　　　　額

千円

２

歳　　　　　　出　

使

　　　　　合　　　　

用

　　計 97,000

料 及 び 手 数 料 63

１

１ 使 用 料 53

診

２ 手 数 料 10

療

３ 繰 入 金 6

収

0,146

入

１ 他 会 計 繰 入 金 60,
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議案第３３号 

令和８年度川越市介護保険事業特別会計予算 

 

令和８年度川越市介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 31,868,900千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

（歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により

歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

⑴  保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内での

これらの経費の各項の間の流用 

 

令和８年２月２４日提出 

 

川越市長  森  田  初  恵 
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,

３ 支 払 基 金 交 付

8

金 8,436,166

5

１ 支 払 基 金

3

交 付 金 8,436,1

,

66

４ 県 支

4

出 金 4,465,91

2

6

１ 県 負 担

0

金 4,338,655

２ 県 補 助 金 127,261

５ 財 産 収 入 7,620

１ 財 産 運 用 収 入 7,620

１

６ 繰 入 金 5,

介

329,299

護

１ 一 般 会 計 繰 入 金

保

4,474,299

険

２ 基 金 繰 入 金

料

855,000

6

７ 繰 越 金 80,0

,

00

１ 繰 越

8

金 80,000

5

８ 諸 収 入 2,26

3

4

１ 延滞金

,

、加算金及び過料 1

4

２ 預 金 利 子 2

2

,259

３

0

雑 入 4

第１表　歳入歳出予算

　（１）歳　入

款 項 金　　　　額

千円

歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　

２

　　計 31,868,

国

900

１ 総

庫

務 費 342,790

支

１ 総 務 管 理 費

出

34,527

金

２ 徴 収 費 35,79

6

2

３ 介 護 認

１

,

定 審 査 会 費 271,5

6

03

　（２）歳　出

9

款 項 金　　

4

　　額

千円

,215

保

１ 国 庫 負 担 金 5

険

,528,558

料

２ 国 庫 補 助 金 1

6

,165,657
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費

6

４ 高額介

9

護サービス等費 759

6

,829

５

8

高 額 医 療 合 算 介 護 99,147

サ ー ビ ス 等 費

６ 特 定 入 所 者 690,577

介 護 サ ー ビ ス 等 費

３

２

地 域 支 援 事 業 費 961

保

,953

１

険

包 括 的 支 援 事 業 ・ 10

給

3,966

任

付

意 事 業 費

２

費

介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 7

3

71,185

0

サ ー ビ ス 事 業 費

,

３ 一 般 介 護 予 防 事

3

業 費 85,122

6

４ そ の 他 諸 費 1

0

,680

４

,

基 金 積 立 金 7,620

6

１ 基 金 積 立

5

金 7,620

8

５ 諸 支 出 金 165,879

１ 償還金及び還付加算金 14,050

２ 繰 出 金 151,829

６ 予 備 費

１

30,000

介

１ 予 備 費 30,00

護

0

款 項 金

サ

　　　　額

千円

ー

歳　　　　　　出

ビ

　　　　　　合　　　

ス

　　　計 31,868

等

,900

諸 費

４

28,202,341

趣

２ 介護予防

旨

サービス等諸費 588

普

,518

３

及

そ の 他 諸 費 20,24
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議案第３４号 

令和８年度川越市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 

 

令和８年度川越市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ143,500千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 

令和８年２月２４日提出 

 

川越市長  森  田  初  恵 
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3

,373

３

7

雑 入 110

第１表　歳入歳出予算

　（１）歳　入

款 項 金　　　　額

千円

歳　　　　　　入　　　　　　合　　

１

　　　　計 143,5

他

00

１ 母 子

会

父 子 寡 婦 143,50

計

0

福 祉 資 金 貸

繰

付 費

１ 総 務

入

費 143,500

　（

金

２）歳　出

5

款 項 金　　　　額

千

3

円

歳　　　

7

　　　出　　　　　　合　　　　　　計 143,500

２ 繰 越 金 80,456

１ 繰 越

１

金 80,456

繰

３ 諸 収 入 62,5

入

07

１ 市 預

金

金 利 子 24

5

２ 貸 付 金 元 利 収 入 62
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議案第３５号 

令和８年度川越市川越駅東口公共地下駐車場事業特別会計予算 

 

令和８年度川越市川越駅東口公共地下駐車場事業特別会計予算は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ126,400千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 

令和８年２月２４日提出 

 

川越市長  森  田  初  恵 
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1

表　歳入歳出予算

　（

0

１）歳　入

,

款 項 金　　　　額

千4 円

歳　　　

8

　　　入　　　　　　

0

合　　　　　　計 126,400

１ 事 業 費 124,258

１ 事 業 費 124,258

２ 公 債 費 1,14

１

2

１ 公 債 費

使

1,142

用

３ 予 備 費 1,000

料

１ 予 備 費 1,

1

000

　（２）歳　出

1

款 項 金　

0

　　　額

千円

,

歳　　　　　　出　

4

　　　　　合　　　　

8

　　計 126,400

0

２ 繰 越 金 15,000

１

１ 繰 越 金 15,0

使

00

３ 諸 収

用

入 920

１

料

市 預 金 利 子 18

1

２ 雑 入 902

第１
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議案第３６号 

   令和８年度川越市水道事業会計予算 

 

 （総 則） 

第１条 令和８年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 （１）給水戸数（月平均）          １７１，９００戸 

 （２）年間総配水量          ３８，３６１，５００㎥ 

 （３）一日平均配水量            １０５，１００㎥ 

 （４）主要な建設改良事業の概要 

     配水管新設、改良等  事業費 ３，９２９，９８１千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収      入 

 第１款 水道事業収益         ６，９９６，８０４千円 

  第１項 営業収益          ６，４４８，３６８千円 

  第２項 営業外収益           ５４８，４２６千円 

  第３項 特別利益                 １０千円 

         支      出 

 第１款 水道事業費用         ７，２６８，２０７千円 

  第１項 営業費用          ７，１４４，０３１千円 

  第２項 営業外費用           １１３，８７６千円 

  第３項 特別損失              ５，３００千円 

  第４項 予備費               ５，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額

に対し不足する額１，５２５，９３７千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調

整額１５２，８５２千円、減債積立金３００，０００千円、建設改良積立金１００，０００
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千円及び過年度分損益勘定留保資金９７３，０８５千円で補填するものとする。）。 

         収      入 

 第１款 資本的収入          ２，８８７，３６４千円 

  第１項 企業債           ２，４００，０００千円 

  第２項 国庫補助金            ２０，６５１千円 

  第３項 他会計負担金           ３６，０８２千円 

  第４項 工事負担金           ３３３，６１３千円 

  第５項 水道施設加入金          ９７，０１７千円 

  第６項 固定資産売却代金              １千円 

         支      出 

 第１款 資本的支出          ４，４１３，３０１千円 

  第１項 建設改良費         ３，９４９，５０３千円 

  第２項 企業債償還金          ４５８，７９８千円 

  第３項 予備費               ５，０００千円 

（継続費） 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年割額 

   千円  千円 

１資本的 

支 出 

１建 設 

改良費 

中福受水場監視制御

設備更新事業 

５８４，５４０ 令和８年度 

令和９年度 

３５０，７００ 

２３３，８４０ 

（債務負担行為）  

第６条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事       項 期 間 限  度  額 

水道料金改定支援業務委託 
令和８年度から 

令和９年度まで 
１８,８２８千円 
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川越市上下水道局営業業務委託 
令和８年度から 

令和１５年度まで 

契約に基づき決定し

た契約期間中における

委託業務の執行に要す

る額 

日中・夜間緊急出動業務委託（単価契

約） 

令和８年度から 

令和９年度まで 

契約に基づき決定し

た契約期間中における

委託業務の執行に要す

る額 

水道管保守業務委託 
令和８年度から 

令和９年度まで 

契約に基づき決定し

た契約期間中における

委託業務の執行に要す

る額 

漏水対応等業務委託（単価契約） 
令和８年度から 

令和９年度まで 

契約に基づき決定し

た契約期間中における

委託業務の執行に要す

る額 

（企業債） 

第７条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法 

 

 

水 道 建 設 

改良事業費 

 

 

 

 

千円 

 

 

２，４００，０００ 

 

 

 

 

 

 

 

普通貸借 

 

 

 

 

 

 

 

年５．０％

以内 

 

 

 

 政府資金又は地方公共団体

金融機構については、その融

資条件による。銀行その他の

場合にはその債権者と協定す

るものとする。 

 ただし、企業財政その他の

都合により繰上償還又は低利

に借換えることができる。 
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 （一時借入金） 

第８条 一時借入金の限度額は、７００，０００千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第９条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）営業費用と営業外費用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第１０条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費

の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経

費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 （１）職員給与費      ６８３，２２０千円 

 （２）交 際 費           ４３千円 

 （たな卸資産購入限度額） 

第１１条 たな卸資産の購入限度額は、５６，２０３千円と定める。 

 

  令和８年２月２４日提出 

 

                      川越市長  森  田  初  恵 
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議案第３７号 

   令和８年度川越市公共下水道事業会計予算 

 

 （総 則） 

第１条 令和８年度公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 （１）水洗便所設置戸数           １５３，２００戸 

 （２）年間処理水量          ４６，２００，０００㎥ 

 （３）一日平均処理水量           １２６，５７５㎥ 

 （４）主要な建設改良事業の概要 

     公共下水道施設整備  事業費   ８３６，２４７千円 

     公共下水道施設改良  事業費 １，２３３，０１２千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収      入 

 第１款 下水道事業収益        ６，７７１，０２０千円 

  第１項 営業収益          ５，３９３，３７２千円 

  第２項 営業外収益         １，３４４，９５７千円 

  第３項 特別利益             ３２，６９１千円 

         支      出 

 第１款 下水道事業費用        ６，９８６，７４０千円 

  第１項 営業費用          ６，７０７，８４５千円 

  第２項 営業外費用           ２４５，３９０千円 

  第３項 特別損失             ２８，５０５千円 

  第４項 予備費               ５，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額

に対し不足する額２，４６７，５３１千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調
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整額１７，７１８千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１８２，３４５千

円、減債積立金３００，０００千円、建設改良積立金１００，０００千円及び過年度分損益

勘定留保資金１，８６７，４６８千円で補填するものとする。）。 

         収      入 

 第１款 資本的収入            ８９１，０２０千円 

  第１項 企業債             ６００，０００千円 

  第２項 国庫補助金            ８７，８３３千円 

  第３項 工事負担金               ９２２千円 

  第４項 受益者負担金           ２３，７００千円 

  第５項 分担金              ２３，２５０千円 

  第６項 他会計負担金           ６４，８０３千円 

  第７項 他会計補助金           ８８，１８２千円 

  第８項 固定資産売却代金          ２，３３０千円 

         支      出 

 第１款 資本的支出          ３，３５８，５５１千円 

  第１項 建設改良費         ２，５０７，３７５千円 

  第２項 企業債償還金          ８４６，１７６千円 

  第３項 予備費               ５，０００千円 

 （継続費） 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年割額 

   千円  千円 

１資本的 

支 出 

１建 設 

改良費 

上下水道管理セン

ター中央監視テレ

メータ改修事業

（汚水分） 

２０，９００ 令和８年度 

令和９年度 

１２，５００ 

８，４００ 
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  上下水道管理セン

ター中央監視テレ

メータ改修事業

（雨水分） 

２０，９００ 令和８年度 

令和９年度 

１２，５００ 

８，４００ 

（債務負担行為） 

第６条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事       項 期 間 限  度  額 

 川越市水洗便所改造資金融資あつせん

条例による損失補償（令和８年度融資

分） 

令和８年度以降 

回収されない元本及

び納付すべき利子の合

計額 

（企業債） 

第７条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法 

 

 

下水道建設

改良事業費 

 

 

 

 

千円 

 

 

６００，０００ 

 

 

 

 

 

 

 

普通貸借 

 

 

 

 

 

 

 

年５．０％

以内 

 

 

 

 政府資金又は地方公共団体

金融機構については、その融

資条件による。銀行その他の

場合にはその債権者と協定す

るものとする。 

 ただし、企業財政その他の

都合により繰上償還又は低利

に借換えることができる。 

 （一時借入金） 

第８条 一時借入金の限度額は、７００，０００千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第９条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）営業費用と営業外費用 
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 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第１０条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費

の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経

費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 （１）職員給与費      ５７２，４９２千円 

 （２）交 際 費           ４３千円 

 （他会計からの補助金） 

第１１条 下水道事業費用及び資本的支出に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受け

る金額は、１２４，５１１千円である。 

 （たな卸資産購入限度額） 

第１２条 たな卸資産の購入限度額は、２６，０７０千円と定める。 

 

  令和８年２月２４日提出 

 

                      川越市長  森  田  初  恵 
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議案第３８号 

   令和８年度川越市農業集落排水事業会計予算 

 

 （総 則） 

第１条 令和８年度農業集落排水事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 （１）水洗便所設置戸数               ７２０戸 

 （２）年間処理水量             ２０８，９００㎥ 

 （３）一日平均処理水量               ５７２㎥ 

 （４）主要な建設改良事業の概要 

     農業集落排水施設改良  事業費   ３３，９０６千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収      入 

 第１款 農業集落排水事業収益       ２４１，８４５千円 

  第１項 営業収益             ２４，６５７千円 

  第２項 営業外収益           ２１７，１８７千円 

  第３項 特別利益                  １千円 

         支      出 

 第１款 農業集落排水事業費用       ２４１，８４５千円 

  第１項 営業費用            ２２６，８９１千円 

  第２項 営業外費用            １２，４０４千円 

  第３項 特別損失                ５５０千円 

  第４項 予備費               ２，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額

に対し不足する額１３，２８５千円は、引継金で補填するものとする。）。 
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         収      入 

 第１款 資本的収入             ８８，０２４千円 

  第１項 企業債              ３２，４００千円 

  第２項 分担金                 ３８１千円 

  第３項 他会計負担金            ４，１７３千円 

  第４項 他会計補助金           ５１，０７０千円 

         支      出 

 第１款 資本的支出            １０１，３０９千円 

  第１項 建設改良費            ３３，９０６千円 

  第２項 企業債償還金           ６５，４０３千円 

  第３項 予備費               ２，０００千円 

（企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法 

 

 

農業集落排

水建設改良

事業費 

 

 

 

千円 

 

 

３２，４００ 

 

 

 

 

 

 

 

普通貸借 

 

 

 

 

 

 

 

年５．０％

以内 

 

 

 

 政府資金又は地方公共団体

金融機構については、その融

資条件による。銀行その他の

場合にはその債権者と協定す

るものとする。 

 ただし、企業財政その他の

都合により繰上償還又は低利

に借換えることができる。 

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、１００，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）営業費用と営業外費用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 
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第８条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の

金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費

の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 （１）職員給与費       ４０，６２０千円 

 （２）交 際 費           ４３千円 

 （他会計からの補助金） 

第９条 農業集落排水事業費用及び資本的支出に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を

受ける金額は、１７４，４４１千円である。 

 

  令和８年２月２４日提出 

 

                      川越市長  森  田  初  恵 
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